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1970年 2月 14日生まれ Ａ型 47歳 逗子市沼間 1－8－2 

沼間小学校卒業・逗子中学校卒業・私立横浜商工高等学校卒業（有）匂坂畳店入社 

逗子市商工会青年部部長・逗子葉山青年会議所理事長・逗子葉山建設組合青年部長 

沼間小ＰＴＡ会長・逗子市ＰＴＡ連絡協議会会長・神奈川県 PTA協議会常任理事 

家族構成: 妻と長女(大学 1年) 次女(中学 1年)長男(小学 5年)   

現在２期目 議会報編集委員長、基地対策特別委員長、予算・決算特別委員長 

総務常任委員長、議会運営委員会委員長  所属会派 市政クラブ 

 

第４回定例会が１１月２９日～１２月１４日に

行われました。今定例会では、平成２９年度の一

般会計補正予算が提出され、可決されました。主な内容は、市長、副市長及び教育長の給与等の減額

措置を講じることに伴い、職員給与を減額、土地売払収入の一部を基金に積み立てることに伴い、財

政調整基金積立金を増額、平成２７年度及び２８年度の一部の臨時福祉給付金支給事業費国庫補助金

の確定に伴い、臨時福祉給付金支給事業を増額、平成２８年度市町村定率負担金の確定に伴い、後期

高齢者医療経費を増額、平成２８年度生活保護費国庫負担金の確定に伴い、生活保護事務費を増額、

旧山の根市営住宅用地の土地売払収入を予算化するものです。また、平成２９年度逗子市国民健康保

険事業特別会計補正予算及び平成２９年度逗子市介護保険事業特別会計補正予算も可決されました。

その他の主な議案では、逗子市地域活動センターの指定管理者の指定について(可決)、逗子市常勤特

別職職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正について(可決)、逗子市市税条例の一部改正につい

て(可決)、逗子市小児の医療費の助成に関する条例の一部改正について(可決)、逗子市国民健康保険

条例の一部改正について(可決)、逗子市コミュニティセンター条例の一部改正について(可決)、その

他、議員提出議案、意見書案、決議案、陳情の審議がされました。 

 

                  

市長、副市長 及び教育長の給料削減 

市長、副市長 及び教育長の給料月額について減

額措置を講じるため、条例の一部改正がされた。 

 

［実施期間］ 

給料、地域手当 平成 30年 1 月 1 日から 31年 3 月 31 日 

 削減割合 削減額 

市   長 ２０％ 5,256,000 円 

副 市 長 １５％ 3,360,000 円 

教 育 長 １０％ 2,099,000 円 

合 計 10,715,000 円 

  

議 会 費 の 削 減 

今定例会で議員提出議案として、議員定数の削減

が 2件、議員報酬の削減が 4 件、審議された。 

審議の結果、以下に決定 

(私はこの２議案に賛成) 

議員定数 １８名➪１７名 

議員報酬 ５％削減(平成 31 年 3月 31 日まで) 

 

その他、議会費の削減として、議長交際費の削減、

平成 30年度の常任委員会の行政視察を凍結等に

より平成 30年度の議会費を約２千万円の削減 



  

 

○病床数の確保について 

昨年 11月、葵会は現在配分されている 109床の

病院開設許可申請を行いました。また、市と葵

会の間で、新病院に関する合意事項について覚

書を締結しました。来年度から始まる県の次期

保健医療計画で、横須賀三浦地域の不足病床に

ついては現時点では、131 床という数字が示され

ています。そのままだとすると、開設時に 300

床には届きません。いずれにしても平成 31 年 3

月末に決まる増床の追加配分が鍵となります。 

○アーデンヒル入口交差点改良計画について 

交通量調査・解析結果から渋滞もなく、県警か

らは、市から提出した広幅車線(案)は認められ

ないとのことから

財政的・構造的に

も必要最小限にと

どめるべきと判断

し、引き続き、今

後も県警本部協議

を進めます。 

今定例会で、アーデンヒル住宅地へのミニバス導

入に関する陳情が全会一致で了承されました。こ

れまで、アーデンヒル自治会から要望があり、私

もこの間、取り組んできましたが、バスの転回場

所や京急バス会社の都合により、なかなか進展し

ていませんでしたが、総合的病院誘致によりアー

デンヒル内のバスの乗り入れの可能性がでてき

ました。アーデンヒルの住民、沼間中学校の生徒、

職員、さらには、高齢化が進む南台住宅の住民の

足の確保としても、実現を目指していきます。 

 

 

市は、これまで児童の安全のために、市費で交通

整理員を通学路の市内８ヶ所に配置していまし

たが、今回の緊急財政対策において平成 30 年度

から休止となり、小学校の保護者から不安の声が

上がっています。歩車分離式でない交差点や信号

機の無い横断歩道には、児童の安全のために、市

には交通整理員の復帰と警察等にも協力を得て、

通学路の安全対策を講じるように求めています。 

 

国民健康保険制度の安定化を図るために、平成

30年度から、県が国民健康保険の財政運営の責

任主体となります。29年度予算では、本会計か

ら3.8億円※法定外繰入している状況です。県で

策定されている運営方針に基づき、法定外繰入

金は計画的、段階的に削減が求められます。今

定例会で、国民健康保険条例改正され、保険料

応能・応益割合の変更及び保険料軽減割合の変

更されました。※市では、法で定められた国民健康保険へ

の補助（法定繰出）のほかに、各被保険者の保険料を抑えるた

めに、一般会計から税金で補てんをしています（法定外繰出） 
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